
第３節 最近の通商問題の動向と日本経済への影響

本節では、最近の通商問題の動向等が世界経済や日本経済に与える影響を考察する。

具体的には、アメリカと中国との通商問題の動向や英国のＥＵ離脱交渉の動向につ

いて、それらが世界経済や日本経済に与える影響を考察する。その際、サプライチェ

ーンのグローバル化が進み、各国・地域の間の経済的な結び付きが強まっていること

を考慮し、こうしたサプライチェーンを通じて生産される工業製品に含まれる各国・

地域の付加価値の構成を、付加価値の創出源を区別した貿易データを用いて示す。ま

た、世界経済を巡る不確実性の高まりによる我が国の設備投資への影響について、企

業レベルのパネルデータを用いて、実証的に分析する。

最後に、我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、自由で公正な共通ルー

ルに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重

要性を述べる。

１ 米中間の通商問題の動向とその影響

アメリカは 年に入ってから貿易制限措置を次々と発動しているが、それに対

して、中国をはじめ対抗措置をとる国・地域もあり、国際的に通商問題が大きな争点

となっている。ここでは、こうしたアメリカや中国を中心とした通商問題の動向が世

界経済や日本経済に与える影響について考察する。

（アメリカと中国の２国間における追加関税・対抗措置）

アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることを背景に、「公正

かつ互恵的な貿易取引の実現」を目指し、「既存の貿易慣行を見直す」として新たな

通商交渉を進めている。具体的には、 年３月に安全保障上の脅威を理由に通商

拡大法 条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、７月か

ら９月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法 条に基づき、総計で

億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した 。これに対して、中国も対抗措

置として、総計で年間 億ドル相当のアメリカ製品に５～ ％の追加関税を適用

した（第３－３－１図）。

                                                  
このうち、 億ドル相当については、関税賦課開始時点（ 年９月）においては、

年 月まで ％の追加関税を適用し、 年入り後から ％への関税率引上げを予定していた

が、 年 月１日の米中首脳会談において、知的財産保護など中国の構造改革を巡る協議を

進めるにあたり、会談日から 日間は追加関税率を ％に据え置いた。
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総額

約 億ドル

【第１弾（ 年７月６日開始）】

 億ドル相当に、 ％追加関税

対象：大豆等の農産物、自動車、

水産品など

【第２弾（ 年８月 日開始）】

 億ドル相当に、 ％追加関税

対象：化学工業製品、医療設備、

エネルギー製品など

【第３弾（ 年９月 日開始）】

 億ドル相当に、５～ ％追加関税

対象：液化天然ガス、食料品など

総額

約 億ドル

【第１弾（ 年７月６日開始）】

 億ドル相当に、 ％追加関税

対象：産業機械、電子部品など

【第２弾（ 年８月 日開始）】

 億ドル相当に、 ％追加関税

対象：プラスチック製品、集積回路など

【第３弾（ 年９月 日開始）】

 億ドル相当に、当初 ％追加関税

 ％への引上げは、 年 月１日の

米中首脳会談後、 日間猶予。

対象：食料品、家具など

【第４弾（時期未定）】

 億ドル相当に、

％追加関税

第３－３－１図 米中間の追加関税・対抗措置

（１）アメリカの対中国輸入への追加関税措置

（２）中国の対アメリカ輸入への追加関税措置

（備考）１．アメリカ商務省、アメリカ通商代表部、中国海関総署、各種公表資料により作成。

２．（１）の第１弾～第３弾の対象項目には、スマートフォンやタブレット端末等は含まれていない。

３．（１）の第３弾については、アメリカは関税賦課開始時点において、 年から ％への関税率

引上げを予定していたが、 年 月１日の米中首脳会談において、知的財産保護など中国の構

造改革を巡る協議を進めるにあたり、会談日から 日間は追加関税率を ％に据え置いた。

４．（１）の第４弾の「 億ドル相当」は、 年９月 日にトランプ大統領が、中国が対抗措

置を講じた場合に 億ドル相当へ ％の追加関税を賦課する旨を言及したもの。

５．（２）について、中国は、 年 月 日に、アメリカから輸入する自動車・同部品への関税に

ついて、 ％の追加関税を 年１月から同年３月 日まで適用しない旨を公表。
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（兆ドル）

年

貿易 輸出

貿易 輸入

サービス

支払

サービス

受取

受取 支払

（％）

対その他

対日本

対メキシコ

対ＥＵ

対中国

対カナダ

こうした米中間の通商問題の背景をみるために、事実関係を確認する。

まず、第３－３－２図（１）は、アメリカの財とサービスの輸出入をグロスベース

で示したものであるが、サービス貿易は、財（モノ）の貿易と比べると、相対的に金

額が小さい。また、 年のアメリカのサービス収支の相手先国・地域別の構成を

みると、受取、支払ともに、対ＥＵが３割台と最も大きなシェアを占めていることが

分かる（第３－３－２図（２））。

次に、アメリカの貿易収支の赤字をみると、 年の約▲ 億ドルから

年半ばにかけて約▲ 億ドルまで、赤字額が約４～５倍程度に拡大しており、

年以降も大幅な赤字が継続している。また、 年時点の国・地域別の収支の

構成をみると、ＮＡＦＴＡ 加盟国である対カナダの赤字が▲ 億ドル程度で最

も大きく、対中国の赤字は▲ 億ドル程度で二番目に大きくなっている（第３－

３－２図（３））。アメリカと中国との貿易の内訳について、 年の品目別構成を

みると、アメリカが中国から輸入する財の約５割が電気機器やコンピュータ等となっ

ており、このうち、今回の追加関税措置では、スマートフォンやタブレット端末を除

く電気機器、コンピュータ、産業機械などがその対象となっている。また、アメリカ

から中国への財の輸出については、約２割が航空機や輸送車両、約１割が大豆等の農

産物となっており、このうち、自動車や大豆などが今回の対抗措置で追加関税の対象

となっている（第３－３－２図（４））。

第３－３－２図 アメリカの貿易・サービス収支と米中間のモノの輸出入の構成

（１）アメリカの貿易・サービス収支の動向 （２）アメリカのサービス収支の構成比

（相手先の国・地域別、 年）

                                                  
アメリカ・メキシコ・カナダの３か国間の協定については、コラム３－１を参照。
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（億ドル）

（年）

対中国

世界全体

年 ▲ 億ドル

対その他

対カナダ

対ＥＵ

対メキシコ 対日本

世界全体

電気機器

（携帯電話等を除く）

（ ％）

電気機器

（携帯電話等）

（ ％）

コンピュータ等

（ ％）

家具、寝具等

（ ％）

おもちゃ、

スポーツ用品等

（ ％）

その他

（ ％）

航空機等（ ％）

輸送車両

鉄道車両を除く 等

（ ％）

大豆等（ ％）

半導体製造装置等

（ ％）

電気機器

（ ％）

光学機器

医療機器

（ ％）

鉱物性燃料等

（ ％）

その他

（ ％）

（３）アメリカの貿易収支（相手先の国・地域別）

（４）アメリカの対中国輸出入の品目別構成（ 年）

①中国からの輸入 ②中国への輸出

（米中間の通商問題は様々な経路で世界経済や日本経済に影響する可能性）

こうした米中２国間の追加関税・対抗措置は、様々な経路で世界経済や日本経済に

影響を与える可能性がある。

第一は、追加関税措置がその財の貿易に与える直接的な影響である。関税率の引上

げが当該財の販売価格に転嫁された場合には、当事国以外の国・地域からの輸入によ

って代替されるか、あるいは代替が困難な場合でも価格上昇によって需要が低下する

ことにより、その財の輸入が減少することになる。この場合、当該財を輸出していた

国では、輸出と国内生産がともに減少する。他方、当事国以外の国・地域については、

関税率引上げ国で輸入代替が生じることによって逆に輸出が増加する可能性もある。

（備考）アメリカ商務省により作成。
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第二は、追加関税措置によって当事国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサ

プライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも

影響を及ぼす可能性である。第２節でみたように、近年は国際的な生産ネットワーク

が形成され、複数の国・地域にまたがって生産工程が分散化しているため、サプライ

チェーンの一部の国・地域の財の貿易が追加関税措置によって大きく減少した場合に

は、代替的なネットワーク形成には時間とコストがかかることから、他の国・地域に

も影響が及ぶ可能性が考えられる。

第三は、通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関す

る不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高

まる可能性が考えられる。

こうした３つの経路によって通商問題の当事国のマクロ経済動向が下押しされた

場合には、当事国以外の国・地域にも輸出入や投資の変動を通じて影響が及び、世界

経済全体が下押しされる可能性があるほか、通商問題による貿易制限措置が長期化す

れば、貿易制限措置がない場合に比べて投資水準が低下することや、最適なサプライ

チェーンの形成が妨げられることによる資源配分の非効率化が生じ、潜在成長力が低

下する可能性も考えられる。

以下では、これらの３つの経路に沿って、それぞれの観点から米中間の通商問題が

経済に与える影響の可能性について考察する。

（追加関税措置の影響は現在限定的だが長期化すれば当事国に大きな影響）

まず、米中間の追加関税措置が、当該財の貿易に与え得る影響についてみてみよう。

米中間で関税措置がとられたのは 年７月以降であるため、データが入手可能な

年 月時点では、その影響は一部にとどまっている。アメリカの中国からの輸

入動向をみると、引き続き高い伸びが続いており、むしろ追加関税措置がとられた７

月以降に伸びが加速している様子がみられる。これは、為替レートが 年に入っ

て人民元安の方向で推移したことに加え、 年１月から追加関税率が ％から

％に引き上げられる予定であったために駆け込み的な輸入がみられたことが背景

にあるとみられる（第３－３－３図（１））（ただし、 年 月の米中首脳会談に

おいて追加関税率の ％への引上げは 日間の交渉期間中は猶予されることとなっ

た）。他方、アメリカから中国への輸出については７月以降大きく低下しているが、

これは、為替レートがドル高方向で推移したことに加え、大豆など一部の品目につい

ては関税率引上げの影響が出ている可能性が考えられる（第３－３－３図（２））。

このように米中間の貿易をみる限りは、通商問題の影響は今のところ限定的であり、

日本の対米輸出、対中輸出の動向をみても、７月以降に大きく変化した様子はみられ

ない。対中輸出については、米中の追加関税措置がとられる前の 年春頃から増

－ 180 －

第３章　世界貿易の動向と日本経済



その他

玩具、スポーツ用品等

家具、寝具等

電気機器（携帯電話等を除く）

電気機器（携帯電話等）

コンピューター等

全体

（前月比累積、％）

（月）

（年）

（前月比累積、％）

（月）

（年）

情報関連財

自動車関連財

資本財

その他

全体

（前月比累積、％）

（月）

（年）

情報関連財

その他

全体

その他
鉱物性燃料等
光学機器、医療機器
電気機器
輸送車両（鉄道車両を除く）等
半導体製造装置等
航空機等
全体

（前月比累積、％）

（月）

（年）

勢が鈍化しているが、これは、第１節でも述べたとおり、スマートフォンやデータセ

ンター向け需要の一服から情報関連財の輸出が鈍化したこと等を反映したものであ

る（第３－３－３図（３）、（４））。ただし、 年後半からは、中国の製造業の輸

出入に関する業況判断がやや低下しているほか、日本においても中国向け工作機械の

受注が減少しており、中国経済の動向には留意する必要がある（第３－３－３図（５）、

（６））。

第３－３－３図 米中間の通商問題による貿易等への影響

追加関税措置の影響は現在限定的だが長期化すれば当事国に大きな影響

（１）アメリカの中国からの輸入の推移 （２）アメリカの中国への輸出の推移

（３）日本のアメリカへの輸出の推移 （４）日本の中国への輸出の推移
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輸出

（新規輸出受注）

輸入

（ＤＩ）

（月）

（年）

億円 ％

受注額

前年比

目盛右）

（月）

（年）

（５）中国製造業の業況判断 （６）日本の中国向け工作機械の受注

仮に米中間の追加関税措置が今後も長期的に継続した場合には、関税率引上げの対

象となった財の輸入代替等の影響も顕在化する可能性が考えられる。

この点については、ＯＥＣＤやＩＭＦなどの国際機関による試算が公表されている。

いずれの試算においても、直接的な関税率引上げの影響については、アメリカ、中国

の経済成長率を押し下げる可能性が示唆されている一方、当事国以外の国・地域への

影響は限定的である （第３－３－４図）。

ただし、後述するように、不確実性の高まりが企業マインドに与える影響等が設備

投資などの企業活動を慎重化することにより、当事国以外の国・地域でも影響が及ぶ

可能性があることには留意する必要がある。

                                                  
両機関とも、関税率引上げの影響の波及経路について、いくつかの仮定を置いて試算している

ため、相応の幅をもってみる必要がある（例えば、ＯＥＣＤの分析では、関税引上げによる負担

の大部分は物価上昇を通じアメリカの消費者に転嫁されると想定されているが、中国側の価格設

定行動によっては、中国の輸出業者及び生産者が負担を被る結果になり得るとも指摘されている

ほか、輸入物価の上昇によるインフレ圧力の高まりを受けアメリカの利上げが進み、ドル高の進

行を受け、新興国で金融引締めが行われるなど政策面でも一定の仮定が置かれている点にも留意

が必要）。

（備考）１．アメリカ商務省、財務省「貿易統計」、中国国家統計局、日本工作機械工業会により作成。

２．（１）～（４）は、 年 月対比。内閣府による季節調整値。後方３か月移動平均。

３．（３）、（４）の種類別の輸出数量指数の作成方法については、付注３－２を参照。
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アメリカ

ＧＤＰ

中国

ＧＤＰ

世界

ＧＤＰ

世界

貿易

アメリカ・中国

を除く貿易

シナリオ１

シナリオ２

シナリオ３

シナリオ４

（％）

▲ ％
▲ ％

年 長期

（％）

▲ ％

▲ ％

年 長期

（％）

▲ ％
▲ ％

年 長期

（％）

▲ ％ ▲ ％

年 長期

（％）

シナリオ１

シナリオ２

シナリオ３

第３－３－４図 関税率引上げの影響に関する国際機関の試算

（１）ＯＥＣＤによる試算

（２）ＩＭＦによる試算

【世界】 【アメリカ】

【中国】 【日本】

シナリオ１： 年９月末時点までにアメリカ・中国の二国間で課された全ての追加関税の影響。

シナリオ２：シナリオ１に加えて、アメリカが中国からの 億ドルの輸入に対して、 年１月以降、

追加関税を現行の ％から ％に引き上げた場合（及び中国がアメリカからの 億ドルの

輸入に対して報復措置をとった場合）の影響。

シナリオ３：シナリオ２に加えて、一次産品を除く全てのアメリカ・中国の二国間貿易に対し、 年７月

以降に ％の追加関税が課された場合の影響。

シナリオ４：シナリオ３に加えて、 年～ 年の間に、全ての国において投資リスクプレミアムが

上昇した場合の影響。

（備考） （ ）、 （ ）により作成。

シナリオ１（現状の追加関税措置）：各国において、これまでに実施・公表された、追加関税措置

（ 年 月の世界経済見通しに織込み済み）。

シナリオ２（米中間全輸入品追加関税措置）：シナリオ１に加え、 年にアメリカが中国からの

輸入品 億ドル相当に対し ％、中国がアメリカから全輸入品（約 億ドル）に

対し ％の追加関税を実施することを想定。

シナリオ３（企業マインド悪化）：シナリオ２に加え、各国において企業マインドの悪化が設備投資

を下押しすることを想定。
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（財・産業別にみると影響の度合いに濃淡）

米中間の追加関税措置が直接的に各国・地域の生産動向に与える影響について、よ

り詳細に財・産業別に確認してみよう。ＯＥＣＤやＩＭＦなどのマクロ経済モデルに

よる影響試算では、詳細な産業別の影響をみることは困難であることから、ここでは、

各国・地域の産業連関表を組み込んだ応用一般均衡モデル（ＧＴＡＰ＜

＞モデル）による試算例（堤［ ］）を紹介する。

まず、これまでに実際に課された米中間の追加関税措置により、財・産業別にみた

米中の実効追加税率をみてみよう（付図３－３）。アメリカにおける中国からの輸入

への実効追加税率は、追加関税の対象外の品目が多い繊維アパレル等で２％程度とな

っているほかは、比較的満遍なく追加課税されており、輸送機械などが ％程度、

電気機械・一般機械などが ％程度となっている。これに対し、中国のアメリカか

らの輸入に対する実効追加税率については、貿易量が多く追加関税対象範囲も広い農

林水産・食品加工が ％程度となっている一方、貿易量の最も多い電気機械・一般

機械については５％程度となっており、品目によってかなり差がつけられている。

こうした財・産業別の実効追加税率を踏まえて、これまでの米中間でとられた追加

関税措置（アメリカは 億ドル相当の中国からの輸入に課税、中国は 億ド

ル相当のアメリカからの輸入に課税）が各国・地域の生産に与える影響をみてみよう。

追加関税措置による相対価格の変化がもたらす一次的な影響についての試算結果

をみると、アメリカでは、木材パルプ等軽工業や電気機械・一般機械がプラスとなる

一方、農林水産・食品加工、輸送機械などで生産が減少する可能性が示されている（第

３－３－５図（１））。中国では、アメリカとは逆に、木材パルプ等軽工業や電気機械・

一般機械が減少する一方、繊維アパレル等、農林水産・食品加工が増加する可能性が

示されている。

関税率引上げが財・産業別の生産に与える影響としては、①関税引上げにより対象

国からの輸入が他国からの輸入へ代替される効果、②輸入品の価格が相対的に上昇す

ることにより国内で生産された財の優位性が高まり輸入が国内品に代替される効果、

③中間財の輸入への関税率引上げに伴い自国製品の競争力が低下する効果、といった

３つの経路が考えられる。例えば、アメリカで中国からの電気機械の輸入に追加関税

が課された場合、①の輸入代替効果で他のアジアからの輸入に置き換わるとともに、

②の国内品代替効果によりアメリカでの電気機械の生産も増加することとなる。また、

アメリカの輸送機械の生産が低下するのは、①の関税引上げの効果に加え、③の中間

財価格上昇の効果によって、輸入される鉄鋼等の価格上昇がアメリカで製造される自

動車の価格競争力を低下させることによって生じると考えられる。
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第３－３－５図 関税引上げによる変化（生産数量）

（１）関税引上げによる変化（生産数量）

中国 アメリカ 日本 韓国 東南アジア

 農林水産・食品加工 

 鉱物性燃料

 繊維アパレル等

 石油化学

 木材パルプ等軽工業

 鉱業・窯業土石等

 鉄鋼・金属製品

 輸送機械

 電気機械・一般機械

 電気・ガス・水道

 輸送・通信

 サービス一般

（２）資本蓄積と技術進歩を勘案した関税引上げによる変化（生産数量）

中国 アメリカ 日本 韓国 東南アジア

 資本ストック 

 技術進歩

 農林水産・食品加工 

 鉱物性燃料

 繊維アパレル等

 石油化学

 木材パルプ等軽工業

 鉱業・窯業土石等

 鉄鋼・金属製品

 輸送機械

 電気機械・一般機械

 電気・ガス・水道

 輸送・通信

 サービス一般

（備考）１．堤（ ）より引用。

２．数値は％。

３．東南アジアは、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、

フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム等。
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日本を含む当事国以外の国・地域の生産への影響は、総じてみれば限定的である。

ただし、日本についてみれば、電気機械や輸送機械などで輸入代替による生産へのプ

ラス効果がみられる一方、繊維アパレル等に関しては、追加関税の対象から外れてい

る品目が多いために中国国内でのアパレル生産の優位性が相対的に高まる結果、若干

マイナスの影響が出る可能性が示唆される。

最後に、関税引上げの影響に加え、中長期的な影響として、資本蓄積と技術進歩を

勘案した場合の試算結果を紹介する（前掲第３－３－５図（２））。まず、内生化した

資本ストックの変化率は、所得と投資の低下を反映し、アメリカで ％、中国で

％の減少となり、長期的な潜在生産水準は、関税引上げがない場合と比べて低下

することを裏付けている。また、業種別にみると、アメリカでは木材パルプ等軽工業

の生産が若干増加するだけであり、それ以外の業種の生産は減少し、特に、輸送機械

生産の減少率は ％と最大である。中国においても、生産が増加する業種は鉱物性

燃料や繊維アパレル等に限られており、他の業種の生産は減少する。特に、電気機械・

一般機械の生産は ％の減少となる。前掲第３－３－５図（１）で示した関税引上

げに伴う貿易転換効果によって生じた生産面の実質的な動きは、時を経ることで投資

の減少と資本蓄積の減退につながり、一国の資本装備率が低下することで、いわゆる

産業の高度化が阻害されることを示唆している。また、貿易量の減少に伴って生じる

マイナスの技術進歩により、経済全体の生産性が低下することによって、こうした動

きがさらに下押しされる結果となっている。

（中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている）

次に、追加関税措置による当事国の生産の変化が、サプライチェーンを通じて、部

品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす経路について考察する。

第２節で詳しく論じたように、中国は日本を含む東アジア地域から部品などの中間財

を輸入し、それを用いて生産した最終財の多くをアメリカに輸出しており、中国の工

業製品の輸出の付加価値のうち、約２割が部品供給等を通じて海外が創出したものと

なっている。

第３－３－６図は、中国から輸出される工業製品のうち、 年時点での輸出額

の大きい４品目（情報通信機器、繊維・衣服等、電気機械、一般機械）について、前

掲第３－２－７図と同様に、中国国内及び海外の主要な国・地域の付加価値の構成を

図示したものである。品目別に付加価値の構成を比較すると、中国における内製化が

進展しているため、中国国内の付加価値の割合がどの品目でも７割以上となっている

が、そうした中にあっても、情報通信機器については、海外の付加価値の割合が約３

割と相対的に高くなっている。また、電気機械と一般機械は海外の付加価値の割合が

２割程度となっている。一方、繊維製品については、中国国内の付加価値が約９割、
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日本

台湾

アメリカ

中国の

付加価値

％

＋

海外の

付加価値

％

％

情報通信機器

海外の付加価値の内訳

％

％

％

韓国
中国の輸出

韓国

日本

台湾

中国の

付加価値

％

＋

海外の

付加価値

％

％

繊維・衣服等

海外の付加価値の内訳

％

％

％

アメリカ
中国の輸出

韓国

日本

オーストラリア

中国の

付加価値

％

＋

海外の

付加価値

％

％

電気機械

海外の付加価値の内訳

％

％

％

アメリカ
中国の輸出

韓国

日本

オーストラリア

中国の

付加価値

％

＋

海外の

付加価値

％

％

一般機械

海外の付加価値の内訳

％

％

％

アメリカ
中国の輸出

海外の付加価値が約１割と、自国の付加価値による貢献が比較的高くなっている。こ

れら４品目の海外による付加価値の創出分について、国・地域別に寄与の大きさを確

認すると、日本は、いずれの品目についても付加価値の割合が相対的に高く、シェア

は第２位ないし第３位となっている。

第３－３－６図 中国が輸出する主な品目に含まれる付加価値の構成

中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている

（備考）１． 「 」（ ）により作成。

２．計数は 年時点。

３．括弧内は各品目の輸出総額に占める割合を表す。
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情
報
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金
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品
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・
飲
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・
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コ

木
材
・
紙
製
品
・
印
刷
等

石
油
・
石
炭
製
品

（億ドル） （％）

輸出金額

海外付加価値の割合

（目盛右）

さらに、中国から輸出される工業製品の全品目について、 年時点における輸

出額と、輸出額に含まれる海外の付加価値の割合を確認すると、情報通信機器の輸出

額が約 億ドルで、輸出全体の約 ％を占めて最大となっており、それに含ま

れる海外の付加価値の割合についても、約 ％と、石油・石炭製品に次いで２番目

に大きいことが分かる（第３－３－７図）。

第３－３－７図 品目別にみた中国からの輸出金額と海外付加価値の割合

以上を踏まえると、日本をはじめとする主要な国・地域が、中国を中心とするサプ

ライチェーンにおいて重要な立ち位置を占めているため、関税引上げにより中国の輸

出が減少すると、サプライチェーンを通じて、中国だけでなく、日本も影響を受ける

可能性があることが示唆される。ただし、これまでのアメリカによる追加関税措置に

は、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外され

ていることから、今のところ影響は限定的なものにとどまっているが、さらに追加関

税措置の対象が拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある。

（日系現地企業への影響は現在のところ限定的）

ここでは、サプライチェーンと関連して、中国に進出している日本企業への影響に

ついて確認する。

（備考）１． 「 」（ ）により作成。

２．計数は 年時点。

－ 188 －

第３章　世界貿易の動向と日本経済



（社）

（年度）

年度

海外向け 中国国内向け

（％）

％

％
％

％

％

％

輸送機械

情報通信機械食料品

電気機械

業務用機械

その他

経済産業省「海外事業活動基本調査」によると、中国に進出している日本企業の現

地法人（以下、日系現地企業）の数は 年以降、大きく増加しており、直近の

年時点では約 社まで増加している（第３－３－８図（１））。また、同調査の個

票データを用いて、直近の 年度の日系現地企業の売上高の構成をみると、輸送

機械が約４割と最も多く、次いで情報通信機械などの割合が高い（第３－３－８図

（２））。

次に、ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）の調査をみると、日系現地企業の販売先の

構成は、中国国内向けが約７割、海外向けが約３割となっている。このように、主に

中国国内での販売に重点が置かれており、中国経済の成長に伴い、その割合が高まっ

ている（第３－３－８図（３））。また、輸出について、仕向け先の構成をみると、日

本向けの割合は、製造業では５割以上、非製造業でも約７割と、最も高い一方、アメ

リカ向けの割合は、製造業では約６％、非製造業では約３％程度となっている。ただ

し、業種別にみると、アメリカ向けの割合は、輸送機械では約 ％、電気機械では

約７％と相対的にやや高い（第３－３－８図（４））。

第３－３－８図 中国に進出する日系現地企業の動向

日系現地企業への影響は現在のところ限定的

（１）現地法人数 （２）売上高の業種別構成比（ 年度）

（３）販売先の構成
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香港
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非
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造
業
全
体

通
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・
ソ
フ
ト
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運
輸

卸
・
小
売

（％）

日本
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香港

アメリカ

欧州

その他

（４）輸出の仕向け先の構成（ 年度）

①製造業 ②非製造業

このように、中国に進出している日本企業については、輸出向けの販売が比較的小

さく、かつ、その輸出先についてもアメリカ向けは限られていることから、米中間の

追加関税措置によって中国における生産拠点等を大きく見直す動きは一部の産業に

限られるとみられる。しかし、仮に追加関税措置の対象が広がれば影響も大きくなる

可能性がある。また、日系現地企業の販売先の約７割が中国国内向けであり、中国の

マクロ経済動向による影響も大きいことから、中国のマクロ経済が減速した場合の影

響には十分に留意する必要がある。

（不確実性の高まりは企業の投資活動を慎重化させる可能性）

最後に、通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関す

る不確実性が高まり、企業活動が慎重化する可能性について考察する。前掲第３－３

－４図の国際機関の試算によれば、関税率引上げの影響は当事国にほぼ限定されるも

のの、不確実性の高まりの影響については、当事国以外の国・地域でも相応の影響が

生じることが示唆されている。

そこで、不確実性の高まりが設備投資にどのような影響を与えるかについて分析す

（備考）１．経済産業省「海外事業活動基本調査」個票データ、ＪＥＴＲＯ「アジア・オセアニア進出

日系企業実態調査」により作成。

２．（２）は、卸売・小売業を除くベース。

３．（３）及び（４）は、ＪＥＴＲＯが、毎年度、中国進出企業に対しその活動状況等を調査

しているもの。なお、 年度の回答企業数は 社。
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るために、内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」の個票データを用いて、設備投

資の年度計画が、個別企業の１四半期先の業況見通しの不確実性に応じてどのように

修正されるかを推計した。具体的には、設備投資の年度計画の対数値を被説明変数と

する２種類のモデルを推計した。

第１のモデルは、説明変数として、次期（１四半期後）の業況見通しについて、①

「上昇」と回答したときに１となるダミー、②「低下」と回答したときに１となるダ

ミー、③「不明」と回答したときに１となるダミー、の３つを取り入れたモデルであ

る。特に、③の「不明」ダミーの回帰係数が有意にマイナスとなっていれば、企業の

先行き見通しに関する不確実性が、設備投資に負の影響を与えていることが、実証的

に示唆される 。

第２のモデルは、説明変数として、第１のモデルに加えて、金融危機後（ 年

４－６月期以降）に１となるダミーと、第１のモデルの各説明変数との交差項を追加

したモデルである 。この交差項の回帰係数が有意にマイナスとなっていれば、金融

危機の経験を踏まえ、それ以降、企業の設備投資スタンスが慎重化した可能性が実証

的に示唆される 。

推計結果をみると、まず、第１のモデルについて、次期の業況見通しが「不明」の

場合の回帰係数が有意にマイナスとなっており、上述の仮説のとおり、企業の先行き

見通しに関する不確実性が、当該企業の設備投資計画を押し下げている可能性が示唆

される。なお、次期の業況見通しが「上昇」の場合の回帰係数は有意にプラスとなっ

ており、業況の見通しが良ければ、当該企業の設備投資計画が押し上げられる可能性

を示している（第３－３－９図①）。

                                                  
この定式化の基本的な考え方は、森川（ ）に基づく。すなわち、企業レベルでの不

確実性の代理変数としては、①企業サーベイに基づく主観的な不確実性、②定性的な業況見通し

の事後的な予測誤差、③生産・投資などの定量的な先行き見通しの予測誤差などが考えられるが、

「法人企業景気予測調査」を用いる場合は、業況見通しが「不明」という回答自体（①の具体例）

が不確実性の指標として妥当であると主張している。

「金融危機後ダミー」が１となるタイミングについては、① 年８月に、サブプライム・ロ

ーン問題がパリバ・ショックという形で既に表面化しており、 年９月の金融危機より前に、

企業の投資マインドに影響していた可能性があること、②今回の推計では設備投資の年度計画に

与える影響を考察しているため、 年度初からの企業の投資スタンスの変化を捕捉する必要が

あることの２点を考慮して、 年度４－６月期以降と設定した。

この点、 は、日本を含む主要先進７か国のマクロデ

ータを用いて、設備投資関数の推計を行い、世界金融危機以降の設備投資の伸び悩みは、①将来

の成長期待の弱さと、②先行きの成長率の不確実性でおおむね説明可能であると主張している。 
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上昇 低下 不明

不確実性

の影響

次期の業況見通し

（％）

上昇 低下 不明

不確実性

の影響

次期の業況見通しと

金融危機後ダミーの交差項

（％）

第３－３－９図 業況見通しの不確実性と設備投資計画

不確実性の高まりは企業の投資活動を慎重化させる可能性

固定効果ダミー

タイムダミー

次期の業況見通しと
金融危機後ダミー

の交差項

上昇

低下

不明

回帰結果１ 回帰結果2

次期の業況見通し

上昇

低下

不明

説明変数 被説明変数：設備投資計画（対数値）

①企業の業況見通しが

設備投資計画に与える影響

②金融危機前後での

設備投資計画に与える影響の変化

プラス

の影響

マイナス

の影響

（備考）１．内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」の個票データにより作成。

２．金融危機後ダミーは、 年４－６月期以降に１となるダミー変数。

３．表の（）内は標準誤差を表す。

４． は１％、 は５％、 は ％水準で有意であることを表す。破線は有意でないことを表す。

５． 検定の結果、全てのモデルで、固定効果モデルが採択されている。

６．推計の詳細は、付注３－６を参照。

マイナス 
の影響 
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次に、第２のモデルの推計結果をみると、金融危機後ダミーとの交差項について、

次期の業況見通しが「不明」の場合の回帰係数が有意にマイナスとなっている。この

ことは、上述の仮説のとおり、ある企業の業況見通しに不確実性が生じた場合、当該

企業の設備投資計画が下方修正されるが、その修正幅は金融危機後の方が大きくなっ

ている可能性を示唆している（前掲第３－３－９図②）。

また、第２のモデルの推計結果において、金融危機後ダミーと、次期の業況見通し

が「上昇」の場合の交差項をみると、その回帰係数も有意にマイナスとなっており、

金融危機以降は、企業の業況見通しが良くても、設備投資計画の上方修正幅が一部押

し下げられていることを示しており、企業の設備投資スタンスが、金融危機以降、慎

重化した可能性が示唆される。

ただし、次期の業況見通し「上昇」×金融危機後ダミーの係数の絶対値は、次期の

業況見通し「不明」×金融危機後ダミーの係数の絶対値よりも小さいため、やはり第

１のモデルでみたように、業況見通しが「不明」となった場合の影響度の方が金融危

機後においても大きいことが分かる。

以上の推計結果からは、業況見通しの不確実性が設備投資計画にマイナスの影響を

持っていることが示唆されるが、直近の日銀短観（ 年 月調査）の結果をみる

と、景況感は良好な水準となっており、設備投資計画も前回調査から上方修正され、

過去と比べても強めとなっている 。

また、各種の企業ヒアリング調査の結果などをみても、これまでのところ、我が国

経済に及ぼす影響は限定的であるとの指摘が多い。ただし、今後も通商問題の動向を

巡る不透明感が長引く場合には影響を及ぼす可能性もあり、注意が必要である。

                                                  
日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（ 年 月調査）をみると、景況感（業況判断ＤＩ

＜全規模・全産業＞）は、前回調査と比べ＋１％ポイント上昇し、水準も ％ポイントと良好な

水準を保っている。また、 年度の設備投資計画（全規模・全産業、ソフトウェア投資額・研

究開発投資額を含み、土地投資額を含まないベース）をみても、前年度比＋ ％と前回調査か

ら＋ ％ポイント上方修正されており、過去の同時点における調査（ 月調査）と比べても高

い伸びとなっている（ 年 月調査以前は、研究開発投資額を含まないベース）。
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コラム３－１ アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定

アメリカ政府は、 年８月に、「北米における貿易不均衡」を是正し公正な取引

を確保することを目的として、ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）の再交渉を開始しま

した。 年８月末には、アメリカとメキシコとの間で基本方針に関する暫定合意

が成立し、さらに 年９月末には、アメリカとカナダとの間でも合意がなされ、

アメリカ・メキシコ・カナダの３か国間で新たな協定が合意されました （コラム３

－１図（１））。

新協定の主な内容として、乗用車の原産地規則については、域内での乗用車部品の

調達比率を現行の ％から ％へ引き上げるほか 、 ％の乗用車部品は時給

ドル以上の労働者によって生産することを合意しました 。また、アメリカへの乗用

車の輸入について、カナダ及びメキシコに対し、それぞれ年間 万台の数量制限を

設定したほか 、アメリカへの自動車部品の輸入について、カナダに年間 億ドル、

メキシコに年間 億ドルの輸入枠を設定しました。

なお、懸案であった自動車への追加関税については、カナダとメキシコは当面適用

除外となりました。

こうした北米の新たな協定が日本経済に与える影響として、特に自動車産業への影

響を中心に確認してみましょう。コラム３－１図（２）のとおり、アメリカの自動車・

同部品の主な輸入相手国をみると、日本は、メキシコとカナダに次いで、第３位とな

っています。この点をより詳しくみると、 年においてアメリカでの日本車の販

売台数は約 万台ですが、このうちアメリカでの現地生産が約 万台、日本から

の輸入が約 万台、残りの約 万台がメキシコ及びカナダからの輸入となってい

ます （コラム３－１図（３））。

また、北米における日本企業の現地法人の数は約 社と多く存在するほか、そ

の売上高の構成をみると、自動車などの輸送機械が約半分を占めています（コラム３

－１図（４）、（５））。アメリカに進出している日系企業に対するＪＥＴＲＯ（日本貿

易振興機構）のアンケート調査では、ＮＡＦＴＡ再交渉に関して、影響を受ける内容

として「通関・貿易円滑化・原産地規則」が最も多く、輸送用機器・同部品や原材料

を供給する鉄鋼などでは、原産地規則改定に伴うコスト変動等への懸念を指摘するコ

                                                  
なお、協定の名称は、ＮＡＦＴＡからＵＳＭＣＡ（ ）

に変更された。

「 年１月」もしくは「協定発効後５年」のどちらか遅い方より適用。

「 年１月」もしくは「協定発効後３年」のどちらか遅い方より適用。

ただし、小型トラックは数量制限の対象外。

販売台数、現地生産台数、輸入台数のそれぞれを異なる統計を用いて把握しているため、販売

台数と現地生産台数及び輸入台数の合計は一致しない。
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メキシコ カナダ 日本 ドイツ 韓国 中国

（億ドル） （％）

輸入金額

各国の名目ＧＤＰに対する

輸入金額の比率（目盛右）

メントが多く見受けられます。一方で、化学製品・石油製品などでは、材料をほぼ米

国内で調達しているために、再交渉の影響はないとするコメントもみられており、産

業によって対応には差異もみられます。いずれにせよ、自動車産業への影響を中心に

今後の動向には留意が必要です（コラム３－１図（６））。

コラム３－１図 アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定

（１）アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定（ＵＳＭＣＡ）の概要

①自動車

　(ⅰ)原産地規則（乗用車の関税がゼロとなる条件を定めるもの）

　　・域内での乗用車部品の調達比率を現行の62.5％から75％へ引上げ

　　　（「2025年１月」もしくは「協定発効後５年」のどちらか遅い方より適用）

　　・40％の乗用車部品は時給16ドル以上の労働者によって生産すること

　　　（「2023年１月」もしくは「協定発効後３年」のどちらか遅い方より適用）

　(ⅱ)輸入数量制限

　　・アメリカへの乗用車の輸入：

　　　カナダ及びメキシコに対し、それぞれ年間260万台の数量制限を設定

　　・アメリカへの自動車部品の輸入：

　　　カナダに年間324億ドル、メキシコに年間1,080億ドルの輸入枠を設定

　(ⅲ)自動車への追加関税

　　　カナダとメキシコは当面適用除外

②紛争処理（ISDS: Investor State Dispute Settlement）

　・海外企業が政府に異議を申し立てることができるISDSの枠組みを、アメリカ・カナダ

　　間では廃止、アメリカ・メキシコ間ではエネルギーなど一部の分野でのみ存続

③協定の見直し・期間延長

　・原則６年ごとに再評価し、各国が次の16年間の更新意思を示さないと失効する

　　サンセット条項が追加

（２）アメリカの自動車・同部品の主な輸入相手国（ 年）
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約 万台 約 万台 約 万台

約 万台 販売

供給

現地生産 メキシコ・カナダから輸入日本から輸入

（万台）

（社）

（年度）

％

％％

％

％

％

その他

輸送機械

情報通信機械化学

金融・保険

生産用機械

その他
紛争解決

サービス貿易（通信・金融含む）
政府調達

デジタル貿易・国境を越えたデータ移動
貿易救済措置

貿易の技術的障壁（ＴＢＴ）
知的財産

投資
為替

労働・環境
物品市場アクセス

通関・貿易円滑化・原産地規則

（％）

（３）アメリカ市場での日本車の販売と現地生産・輸入等の状況

（４）北米における日系現地企業の数 （５）北米における日系現地企業の売上高

（業種別構成比、 年度）

（６）日系企業の反応

（備考）１．世界銀行、アメリカ商務省、財務省「貿易統計」、日本自動車工業会、経済産業省「海外事業活動基本

調査」個票データ、ＪＥＴＲＯ「 年度米国進出日系企業実態調査の結果」、各種資料等により作成。

２．（３）は、複数の統計を使用しているため、販売台数と供給台数は一致しない。

３．（５）は、卸売・小売業を除くベース。

４．（６）は、在米日系製造業（日本の親会社の出資比率 ％以上）に対して、ＮＡＦＴＡ再交渉によって

影響を受ける内容を聞いたもの。当該調査の有効回答数は 社。
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２ 英国のＥＵ離脱交渉の動向とその影響

本項では、米中間の通商問題のほかに考え得る世界経済のリスク要因として、英国

のＥＵ離脱交渉の動向とその日本経済への影響について整理する。

（日本は貿易・投資の面で英国と関係が深く、英国の 離脱の帰趨に注意が必要）

まず、英国のＥＵ離脱交渉の経緯を確認する。英国は、 年６月の国民投票で

ＥＵ離脱を決め、 年３月には正式にＥＵに離脱を通告した。その後は、 年

３月の離脱に向けて、離脱協定及びＥＵとの将来関係の大枠を示す政治宣言の協議を

進めてきた。こうした中、 年 月末に、臨時の欧州理事会が開催され、離脱協

定案及び政治宣言案が英ＥＵの首脳レベルで合意された。この合意内容については、

英国議会と欧州議会の承認を得る必要がある状況となっている（ 年 月末時点）

（第３－３－ 図（１））。

第３－３－ 図 英国のＥＵ離脱の経緯と日英の貿易・投資関係

（１）英国のＥＵ離脱交渉の経緯

事　項

2016年６月 23日 ＥＵ残留・離脱を問う国民投票

2017年３月 29日 英国政府がＥＵ側に正式に離脱通知

2018年７月 ６日 英国政府がＥＵ離脱後の将来枠組みに関する交渉指針を公表

11月 25日
臨時ＥＵ首脳会議において、ＥＵ27か国が離脱協定及び将来関係
に関する政治宣言を承認

12月 10日 英国議会での承認手続きを延期

2019年１月 以降 英国議会・欧州議会での承認手続き

３月 29日 英国ＥＵ離脱

30日以降 （離脱協定を批准した場合に限り）移行期間開始

2020年12月 31日 移行期間終了（１年間又は２年間延長の可能性あり）

年月日
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（兆円、％）

うち
金融・保険業

総額（全世界向け）

　英国向け

　　総額に占める割合

　ＥＵ（英国除く）向け

　　総額に占める割合

輸出金額 対外直接投資残高 与信残高

（２）我が国から英国及びＥＵへの輸出・直接投資・与信の状況

次に、日本と英国との貿易や投資などの構造を確認する。日本からの輸出金額（

年時点）をみると、英国を除くＥＵ向けが占める割合は全体の ％であるのに対し、

英国向けの割合は ％と相対的に小さい。他方、日本からの直接投資残高（

年末時点）をみると、英国を除くＥＵ向けの割合は全体の約 ％であるのに対し、

英国向けの割合は約 ％となっており、投資先としては大きな位置付けを占めてい

る。特に、業種別にみると、金融・保険業の直接投資残高の割合は、英国向け（ ％）

と、英国を除くＥＵ向け（ ％）がほぼ同程度の割合となっている。また、日本の

海外向け与信残高（ 年９月末時点）をみると、英国向け（ ％）は、英国を除

くＥＵ向け（ ％）よりも割合が小さいが日本企業の進出に伴い一定程度の割合を

占めている（前掲第３－３－ 図（２））。

さらに、日本企業の進出状況をみると、英国に進出している日本企業の現地法人（以

下、日系現地企業）の数は 社強となっている。売上高の業種別構成をみると、製

造業では、自動車などの輸送機械が３割弱、窯業・土石が１割程度を占めているほか、

非製造業では、情報通信業が１割強、金融・保険が１割弱を占めており、欧州におけ

る拠点的な役割を果たしているところも多い（第３－３－ 図（１）、（２））。

英国のＥＵ離脱による日本経済への影響については、英国議会や欧州議会の対応を

含め、英国とＥＵとの間の交渉結果次第であり、現時点で正確に見通すことは困難で

ある。ただし、仮に英国が何の取り決めもないままにＥＵから離脱した場合には、

年３月末以降、直ちに、英国とその他ＥＵ加盟国との貿易において、通関手続きや関

（備考）１．財務省「貿易統計」、財務省・日本銀行「国際収支統計」、日本銀行「ＢＩＳ国際与信統計の

日本分集計結果」により作成。

２．（２）の輸出金額は 年、対外直接投資残高は 年末、与信残高は 年９月末の値。

括弧内の数値は、総額（全世界向け）に占める割合を表す。

３．（２）の与信残高は、日本に本店を持つ銀行の国際的な与信残高（最終リスクベース）。値は、

対米ドル円レート（インターバンク直物中心相場）により円換算。ＥＵには、キプロス、マルタ

を含まない。
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（年度）

（社）

％

％

％％

％

％

輸送機械

情報通信業

窯業・土石金融・保険

生産用機械

その他

わからない

影響はない

マイナスの影響

プラスの影響

（％）

税の支払いが生じるほか、英国・ＥＵ双方の規制・ルールへの対応が必要になるなど、

合意に基づいて離脱する場合よりも日本企業への影響は大きいと考えられる。また、

マクロ経済的にみても、ＥＵ離脱による英国への経済的影響は大きいとみられること

から、それによる貿易・投資への影響、金融資本市場を通じた影響などが懸念される。

英国のＥＵ離脱と日本企業への影響に関するＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）の調

査によると、 年２月時点で、離脱によるマイナスの影響があるとした企業は３

割、プラスの影響があるとしたのが３％弱であり、半分以上の企業は分からないとし

ている。また、回答企業が抱える懸念としては、「英国の規制・法制への影響」を挙

げる企業が４割と最も多く、次いで、「英国経済の不振」が３割強、「為替への影響」

が３割弱となっている（第３－３－ 図（３））。

第３－３－ 図 英国に進出する日系現地企業の動向

（１）現地法人数 （２）売上高の業種別構成比（ 年度）

（３）英国のＥＵ離脱に関する日本企業の反応

① 事業への影響予測
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英国顧客の減少

英国拠点でのＥＵからの輸入

英国拠点からＥＵへの輸出

ＥＵ（英国以外）拠点から英国への輸出

日本から英国への輸出

日本からＥＵへの輸出

為替（ユーロ）への影響

ＥＵ経済の不振

為替（ポンド）への影響

英国経済の不振

英国の規制・法制への影響

（％）

② 回答企業が抱える懸念

我が国としては、これまで、英国のＥＵ離脱が日本経済や日本企業の現地法人の経

済活動に与える影響を最小化すべく、英国・ＥＵ双方にあらゆるレベルで働きかけて

きたところであり、引き続き、英国とＥＵの間の離脱交渉の動向を注視する必要があ

ると考えられる 。

（英国のＥＵ離脱による日本の自動車産業への影響）

英国のＥＵ離脱が日本経済に与える影響を考察する上での一つの参考として、英国

における日系現地企業の売上高が最も大きい自動車産業に着目し、英国が欧州のサプ

ライチェーンにおける主要な生産拠点となっていることを確認する。

まず、欧州 の各国について、 年における自動車の販売台数をみると、ドイツ

が約 万台で最大となっているが、それに次いで、英国が約 万台と２番目に大

きい（第３－３－ 図（１））。また、同様に、 年における自動車の生産台数を

みると、ドイツが約 万台で最大となっており、次いで、スペイン（約 万台）、

フランス（約 万台）、英国（約 万台）の順となっている（第３－３－ 図（２））。

ただし、日系メーカーの販売台数や生産台数でみると、英国は、販売台数が約

万台と最大となっているほか、生産台数も約 万台と最大となっており、そのシェ

                                                  
日本政府の取組については、「英国のＥＵ離脱に関する政府タスクフォース」の議事次第等を

参照。

ここでの「欧州」は、国際自動車工業連合会（ＯＩＣＡ）の定義に基づいており、英国、ＥＵ

加盟国（英国を除く）、ロシアやトルコなどを含む。

（備考）１．経済産業省「海外事業活動基本調査」個票データ、ＪＥＴＲＯ「英国のＥＵ離脱と日本企業

への影響アンケート調査結果」により作成。

２．（２）は、卸売・小売業を除くベース。

３．（３）は、 年２月時点の調査。当該調査の集計対象企業は 社。
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ド
イ
ツ

英
国

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ロ
シ
ア

ス
ペ
イ
ン

ト
ル
コ

（万台）

日系メーカーの

販売台数

国内の総販売台数

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

英
国

ト
ル
コ

チ
ェ
コ

ロ
シ
ア

（万台）

日系メーカーの

生産台数

国内の総生産台数

アは欧州における現地生産の約半分（ ％）を占めていることから、英国は日系メー

カーの最大のマーケットであると同時に、重要な生産拠点であることが分かる（第３

－３－ 図（３））。

次に、日系メーカーに着目して、 年時点における自動車の需給構造を確認す

ると、欧州全体については、供給側は約 万台（内訳は、現地生産が約 万台、

日本からの輸出が約 万台）となっており、需要側の販売台数も約 万台とおお

むね見合っている。他方、英国については、供給側が約 万台（内訳は、現地生産

が約 万台、日本からの輸出が約 万台）となっている一方、需要側の販売台数は

約 万台となっていることから、差分である 万台程度が英国から他のＥＵ加盟国

に輸出されているとみられる。このことからは、日系メーカーの自動車については、

英国が主要な生産拠点となっており、英国で生産された自動車が、その他のＥＵ加盟

国向けに輸出されている構造となっていることが示唆される（第３－３－ 図（４））。

また、ＯＥＣＤの付加価値の創出源を区別した貿易データであるＴｉＶＡを用いて、

英国から輸出される自動車の輸出額に含まれる付加価値の構成をみると、 年時

点において、英国国内による付加価値は全体の約 ％、海外の付加価値が約 ％と

なっている。このうち、海外の付加価値について国・地域別の内訳をみると、英国を

除くＥＵ加盟国の割合が輸出全体の付加価値の約 ％を占めるほどの大きさとなっ

ている（第３－３－ 図（５））。このように、英国で生産されて輸出される自動車

には、他のＥＵ加盟国で作られた部品等が多く用いられている。

第３－３－ 図 英国のＥＵ離脱による日本の自動車産業への影響

（１）欧州における国別自動車販売 （２）欧州における国別自動車生産
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（Ｎ＝ 万台）

英国

（ ％）

フランス

（ ％）

ハンガリー

（ ％）

トルコ

（ ％）

ロシア

（ ％）

スペイン

（ ％）

チェコ

（ ％）

（万台）

現地生産供給側

需要側 販売

（万台）

日本からの

輸出台数

供給側

需要側

％

英国による

付加価値

（ ％）

海外による付加価値の内訳

３％３％１％

全
世
界

英
国

海
外輸出総額

億ドル

部品等

海外による

付加価値

（ ％）

ア
メ
リ
カ

Ｅ
Ｕ

（
除
く
英
国
）

中
国

日
本

…
その他

（３）日系メーカーの現地生産構成比（欧州） （４）日系メーカーの需給構造

（５）英国における自動車貿易のサプライチェーン

以上を踏まえると、欧州の日系現地企業の自動車のサプライチェーンにおいて、英

国が主要な生産拠点となっていることや、英国とその他のＥＵ加盟国との間で密接な

サプライチェーンが形成されていることが示唆される。仮に、英国が「合意なきＥＵ

離脱」に追い込まれた場合には、通関手続き等に要する時間やコストによって、こう

したサプライチェーンの維持が困難となる可能性もあり、離脱交渉の動向には引き続

き注意が必要である。

①欧州全体

②英国

（備考）１．国際自動車工業連合会（ＯＩＣＡ）、日本自動車工業会、ＯＥＣＤ「 」

（ ）、各種資料等により作成。

２．「欧州」は、ＯＩＣＡの定義に準じ、ＥＵに加え、ロシアやトルコなどを含む。

３．（１）～（４）の計数は、 年時点。

４．（５）は、英国から全世界に輸出される自動車について、英国及び海外（英国以外）による

付加価値の内訳を示したもの（計数は 年時点）。
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３ 我が国の経済連携協定の取組と自由貿易のメリット

前項まででは、米中間の通商問題や英国のＥＵ離脱について、それらの動向と日本

経済に与える影響を考察した。本項では、本章全体の締め括りとして、 年 月

に発効したＴＰＰ１１（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）

や 年２月に発効予定の日ＥＵ・ＥＰＡ（日ＥＵ経済連携協定）などをはじめと

する我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、自由で公正な共通ルールに基

づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を

述べる。

（日本は、数多くの貿易相手国との間で、経済連携協定の取組を推進）

経済連携協定（ＥＰＡ： ）とは、２つ以上の国・

地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策にお

けるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的

とする協定である。

第３－３－ 図 日本が参加する経済連携協定の概要

日本は、数多くの貿易相手国との間で、経済連携協定の取組を推進

（１）我が国の主な経済連携協定の取組

経済連携協定 署名年月 加盟国

日・シンガポールＥＰＡ 2002年１月 日本、シンガポール

日ＡＳＥＡＮ・ＥＰＡ 2008年３月～４月 日本、ＡＳＥＡＮ加盟国

日豪ＥＰＡ 2014年７月 日本、オーストラリア

ＴＰＰ１１ 2018年３月
日本、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、シンガポー
ル、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、ペ
ルー、メキシコ、カナダ

日ＥＵ・ＥＰＡ 2018年７月 日本、ＥＵ加盟国

ＲＣＥＰ 交渉中

日本、中国、韓国、インドネシア、カンボジア、シン
ガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、
マレーシア、ミャンマー、ラオス、インド、オースト
ラリア、ニュージーランド
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ＡＳＥＡＮ

（ ％）

ＥＵ

（ ％）

オーストラリア等

（ ％）

アメリカ

（ ％）

中国

（ ％）

韓国

（ ％）

サウジアラビア等

（ ％）

台湾（ ％）

香港（ ％）

その他

（ ％）
ＴＰＰ１１加盟国：

％

発効済・署名済
アメリカ含む）：計 ％

交渉中：計 ％

発効済・署名済
アメリカ除く）：計 ％

＋

（２）経済連携協定の相手国・地域との貿易が日本の貿易総額に占める割合

こうした多国・地域に亘る協定について、我が国の取組をみると、 年代から、

シンガポールやＡＳＥＡＮ、オーストラリアをはじめ各国・地域との間でＥＰＡを締

結してきたことに加え、最近ではＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、ＲＣＥＰ（東アジア

地域包括的経済連携）など、より幅広い分野を含むＥＰＡを推進している（前掲第３

－３－ 図（１））。我が国は、これまで２１か国・地域との間で、１８のＥＰＡが

発効済・署名済となっている。こうした発効済・署名済のＥＰＡ相手国との貿易が、

日本の貿易総額に占める割合は約 ％（アメリカを除くＴＰＰ１１の場合は約

％）となっているほか、発効済・署名済ＥＰＡに加えて交渉中ＥＰＡ相手国との

貿易が貿易総額に占める割合は約 ％に達している（前掲第３－３－ 図（２））。

（ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡは我が国経済にプラスの効果が見込まれる）

年 月から 年２月にかけて、ＴＰＰ１１及び日ＥＵ・ＥＰＡという巨

大な地域を包括する経済連携が発効することになる。ＴＰＰ１１は、アジア太平洋地

                                                  
なお、「未来投資戦略 」では、 年までに、日本の貿易総額に占めるＥＰＡ発効済・署

名済の国・地域との貿易額の割合を ％に引き上げることを政策目標として掲げている。

（備考）１．外務省公表資料（ ）により作成。

２．アメリカを含むＴＰＰ１２が 年２月に署名されたが、アメリカは離脱を表明。

３．韓国は 年 月から交渉が中断。
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域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財

産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で 世紀型のル

ールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のＧＤＰに占めるシェアは約

％に達する。また、日ＥＵ・ＥＰＡについては、日本とＥＵとの間で、自由で、

公正な、開かれた国際貿易経済システムの強固な基礎の構築を目指し、物品市場アク

セスの改善、サービス貿易・投資の自由化、国有企業・知的財産・規制協力などルー

ルの構築等を含むものであり、日ＥＵを合わせると世界ＧＤＰの約 ％のシェア

を占める。

こうしたＴＰＰ１１及び日ＥＵ・ＥＰＡの経済的な効果については、内閣官房（ ）

で分析結果が示されている。具体的には、応用一般均衡モデル（ＧＴＡＰモデル）を

用いて、ＴＰＰ１１及び日ＥＵ・ＥＰＡの効果により、日本経済が新たな成長経路（均

衡状態）に移行した時点（ ～ 年を想定）におけるＧＤＰ水準の押上げ効果のシ

ミュレーションを実施している。このシミュレーションでは、関税率等の外生的な変

化を契機として、価格や貿易数量に変化が生じ、それを受けて、国内における各種主

体の行動が変化し、①所得増が需要増、投資増へとつながり、②貿易開放度上昇が生

産性を押し上げ、③実質賃金率上昇が労働供給を拡大する、といった動きにつながる

成長メカニズムを内生させている。

分析結果をみると、まず、ＴＰＰ１１の効果について、我が国の実質ＧＤＰは、Ｔ

ＰＰ１１が無い場合に比べて、約 ％押し上げられると見込まれる。これは、

年度のＧＤＰ水準で換算すると、約８兆円に相当する。その際、労働供給は約 ％

増加すると見込まれ、これは 年の就業者数ベースに人数換算すると、約 万人

に相当する（第３－３－ 図（１））。

次に、日ＥＵ・ＥＰＡの効果について、我が国の実質ＧＤＰは、日ＥＵ・ＥＰＡが

無い場合に比べて約１％押し上げられると見込まれる。これは、 年度のＧＤＰ

水準で換算すると約５兆円に相当する。その際、労働供給は約 ％増加すると見込

まれ、これは 年の就業者数ベースに人数換算すると、約 万人に相当する（第

３－３－ 図（２））。

これらの分析結果は相当な幅をもってみる必要はあるものの、経済連携協定によっ

て、貿易面でのメリットに加え、マクロ経済全体でのプラスの効果が見込まれること

から、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活

動をより活性化することの重要性が改めて示唆される。
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＋ ％

ＴＰＰ１１の経済効果

（％）

民間消費

投資

政府消費

輸出

輸入

＋ ％

日ＥＵ・ＥＰＡの経済効果

（％）

民間消費

投資

政府消費

輸出

輸入

第３－３－ 図 ＴＰＰ１１及び日ＥＵ・ＥＰＡの経済効果

ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡは我が国経済にプラスの効果が見込まれる

（１）ＴＰＰ１１の経済効果 （２）日ＥＵ・ＥＰＡの経済効果

（備考）内閣官房（ ）により作成。
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第３章　世界貿易の動向と日本経済


